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第 60 回入札監理小委員会 

 
 

                日 時：平成 20 年 10 月３日（金）18：05～20：10 
                 場  所：永田町合同庁舎１階 第３共用会議室  

 
 

議事次第 
 
１ 実施要項（案）の審議 
  
○ 外務省研修所の管理・運営業務（外務省） 

 ○ 公害健康被害補償業務の徴収業務（（独）環境再生保全機構） 
 ○ スポーツ施設の管理・運営業務（（独）日本スポーツ振興センター） 
 
２ その他 
 
＜出席者＞ 
（委 員） 
  樫谷主査、渡邉副主査、稲生専門委員、内山専門委員 
 
（外務省） 
  外務省研修所 石田総括指導官、高野事務主事、斉藤外務事務官、星川外務事務官 
 
（(独)環境再生保全機構） 
  補償業務部 折田部長、栗山業務課長、杉崎業務課長代理、田名業務課係長 
 
（(独)日本スポーツ振興機構） 
  総務部 高谷部長、河村企画調整課長 
  国立競技場 齋藤運営調整課長 
  国立ｽﾎﾟｰﾂ科学ｾﾝﾀｰ・ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ運営部 大海運営調整課長 
  財務部 今野調達管財課長 
 
（事務局） 
  佐久間事務局長、関参事官、森山参事官、徳山企画官 
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○樫谷主査 それでは、ただいまから第 60 回入札監理小委員会を開催したいと思います。 

本日は、外務省の「外務省研修所の管理・運営業務」、（独）環境再生保全機構の「公害

健康被害補償業務の徴収業務」、（独）日本スポーツ振興センターの「スポーツ施設の管理・

運営業務」の３件の実施要項（案）について審議を行います。 
初めに、「外務省研修所の管理・運営業務」の実施要項（案）の審議を行います。 
本日は、外務省研修所・石田総括指導官にご出席いただいております。どうぞよろしく

お願いいたします。 
それでは、まず、実施要項（案）のこれまでのチェック状況について、事務局より簡単

にご説明いただきたいと思います。 
○事務局 事務局からチェック状況の整理についてでございます。資料は資料１－１でご

ざいます。「外務省研修所の管理・運営業務」における民間競争入札実施要項（案）につき

ましては、これまで事務局と外務省の間で鋭意検討を進めてまいったところでございます。

事務局としては、ここの資料１－１にありますような対象業務の範囲、サービスの質等に

つきまして、重点的にチェックをしてまいりまして、今回の実施要項（案）の内容につき

ましては、おおむね妥当なものと考えております。 
それから、この実施要項（案）につきましては、既に外務省のほうでパブコメ・意見募

集を行っておりまして、その結果につきましては、本日外務省からご報告をいただきたい

と思っております。よろしくお願いいたします。 
○樫谷主査 ありがとうございました。 
次に、外務省から実施要項（案）に対する意見募集の結果とその対応等についてご説明

いただきたいと思います。５分ぐらいで、よろしくお願いします。 
○石田総括指導官 どうもありがとうございます。私、今、ご紹介いただきました総括指

導官・石田と申します。それから研修所の者、外務省の会計課等、どうぞよろしくお願い

いたします。 
それでは、パブリックコメントとして出された７件の質問に対する回答案ということで

進めさせていただきます。その前に、既にお手元にお配りしてあります実施要項（案）で

すが、その関係の書類につきましては、この意見募集を検討した結果、訂正が必要と考え

られたものにつきましては訂正いたしまして、それをアップデートした形でお手元にお配

りしております。 
それでは、第１番目でございます。「警備業務及び廃棄物収集・運搬業務を再委託しては

ならない」ということを記載したことにつきましての意見であります。 
精査した結果、警備業務の再委託については、必ずしも不可能ではないということ。ま

た、廃棄物に関しましては、研修所は産業廃棄物を扱っていることはないということから、

この規定は必要ないということで削除いたしたいと考えております。ただ、警備業務につ

きましては、受託者、入札グループ参加の場合には警備業務を担当する者が法令上の要件
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を具備することが必要だということで、これは再委託元となる場合も同様ですけれども、

その旨を入札参加資格に関する事項についていたしたいということで、実質的に６ページ

に記載するということでいかがかと考えております。 
それでは、もしよろしければ２番目に移りたいと思います。 
２番目ですが、これは実施要項 24 ページ【様式８】に緊急時の対応を記載するように述

べた文章の中に「未知」という言葉が使われていることに関しての質問です。質問者の疑

問はもっともであると思われますので、「未知」の用語は削除したいと考えておりますけれ

ども、しかしながら外務省の組織の１つだということでございまして、テロ活動の対象に

ならないと考えるのにまた早計であるし、また、座間の米軍基地も近いということでもご

ざいますので、航空機・飛行機の落下を全く考えないというのもどうかということで、現

実的な問題としては、航空機は別としまして、テロについては、例えばＧ８のときには警

察等と協力して特別の活動をするというようなことをやっております。 
この観点から民間ベースの緊急対応をするということをやっていただきながらも、仮に

テロ破壊活動とか飛行機の落下物があるという事案が仮に発生した場合には、通常の民間

ベースでの緊急事態におけると同等レベルの対応措置を期待するという一言を加えていた

だければありがたいと考えております。 
３点目、用語についての質問です。仕様書、評価表の記述について、「管理業務責任者」

ということと「事務担当者」という２つの言葉があるのですが、これは同一の者ですので、

「管理業務責任者」ということで統一したいと考えております。 
４点目ですが、これは仕様書、４ページにあります電気主任技師の資格です。確かに二

種の電気主任技術者でなくても三種の電気主任技術者の資格を有して、５年以上の経験を

有していると、そういう者であればよいと考えますので、そのように訂正したいと考えて

おります。 
それでは、次に５番目ですが、これも用語の質問でございます。同じように、仕様書６

ページに、「統括設備管理人」という言葉が出ておりますが、これも「管理業務責任者」と

いうことで統一いたしたいと考えております。 
６番目は、仕様書 68 ページに記載されております研修所受付・電話交換業務への人員配

置についての質問であります。研修所の開館時間は朝８時半～６時まで合計９時半なので

すが、この間、昼食ですとか、あるいは労働基準法の８時間を超える場合には１時間の休

息時間ということを満足させようと思いますと、半日ごとの交替が現実的であろうという

ことでございまして、そういうことからしますと、交替制を維持するということはあると

は思いますが、業務に支障がなくて、かつ労働基準法に抵触しない範囲内であれば、交替

人数については、そこはこだわらないという考えでおります。 
７番目、 後でございますが、仕様書 81 ページ記載の研修所内にある喫煙室にある空気

清浄機の集塵セルの交換頻度の問題についてでございます。コストの問題とか、 近社会

現象としてたばこを吸う人が少なくなっているということですので、毎月１回かえなくて
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も２月に一回かえればよろしいであろうということで、現状のやり方を維持したいと考え

ております。 
以上でございます。 

○樫谷主査 ありがとうございました。ただいまのご説明につきまして、何かご意見、ご

質問ございましたら、いかがでしょうか。一応要望は７番目を除いては応えていただいて

いると。 
○石田総括指導官 ２カ月で１回でよろしいのではないか。そんなに皆さんお吸いになり

ませんし、お金のかかることでございますので。 
○樫谷主査 31 ページの（注記事項）というのは、これは全体の（注記事項）なんですよ

ね。４の（注記事項）じゃないんですよね。実施要項（案）の。 
○石田総括指導官 仕様書でございますね。仕様書の 31。 
○樫谷主査 下のほうに 31 ページと書いてあるところの（注記事項）というのは全体の（注

記事項）ですね。違いますか。何のことを言っているかというと、31 ページの下のほうに

（注記事項）とありますよね。 
○事務局 資料１－２ですね。 
○樫谷主査 資料１－２の上……。 
○事務局 資料１－２のほうの本体の要項（案）の後ろのほうに、情報開示のほう、申し

訳ありません。仕様書の後ろのほうに情報開示を付けておりますので。 
○樫谷主査 そこの４の「従来の実施における目的の達成の程度」の下のほうに（注記事

項）とあって、「施設の平均稼働率につきましては」と書いてある。これはどういうことを

意味しているんですか。これは４の（注記事項）ということなんですか。 後のほうに（注

記事項）あるんですね。 
○星川外務事務官 こちらにつきましては、一番 後のほうに付けさせていただいていま

す。37 ページにございます施設稼働率を参照していただければと思います。 
○樫谷主査 このことを言っているんですね。 
○星川外務事務官 はい。 
○樫谷主査 ４とどう関係あるのかなと思って、ここの下に付ければいいということです

ね。わかりました。 
あとは何かございますか。 

○稲生専門委員 特にございません。 
○樫谷主査 よろしいですか。事務局、何かありますか。 
○事務局 事務局もないです。 
○樫谷主査 わかりました。 
それでは、本実施要項（案）につきましては、入札監理小委員会としては、これで了承

したものとして、実施要項（案）の取り扱いや監理委員会への報告資料の作成につきまし

ては、私にご一任いただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 
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（「はい」と声あり） 
○樫谷主査 ありがとうございます。 
今後、実施要項（案）の内容等に何か疑義が生じた場合には、事務局から各委員にお知

らせし、適宜、意見交換をさせていただきますので、よろしくお願いします。 
また、外務省におかれましても、本実施要項（案）に沿って、適切に事業を実施してい

ただきますようお願いいたしたいと思います。本日は、どうもありがとうございました。 
（外務省退室） 

（（独）環境再生保全機構入室） 
○樫谷主査 続きまして、「公害健康被害補償業務の徴収業務」の実施要項（案）の審議を

行いたいと思います。 
 本日は、（独）環境再生保全機構補償業務部・折田部長にご出席いただいておりますので、

意見募集の結果や前回の審議での指摘事項に対する（独）環境再生保全機構の考え方につ

いて、15 分ぐらいでご説明いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 
○折田部長 環境再生保全機構でございます。よろしくお願いします。 
それでは、パブコメの意見募集の結果等についてご説明いたしたいと思います。資料は

資料Ｂ－①でございます。 
パブリックコメントを８月 20 日から９月８日、20 日間実施いたしました。いただいた意

見は９件ございました。 
まず１番目の意見でございますけど、全体的なコメントということで、サービス・品質

等の維持・向上が可能であれば、実施要項と異なる提案をしてもよろしいことを実施要項

上に明記していただきたいという意見でございます。 
これに対する当機構の考え方でございますけど、ご意見の趣旨等を踏まえまして、実施

要項に定めたいと考えております。これは機構のスタンスといたしましては、民間事業者

の創意工夫を 大限に発揮するためには、他の実施方法が不可欠であるとするならば、サ

ービスの質を確保するという条件のもと、よしとするということで、その旨を実施要項に

定めたいと考えております。 
このほかにパブリックコメントを踏まえた形で、実施要項（案）を修正した箇所がいく

つかございますので、それは後ほどまとめた形でご説明したいと思います。 
２点目のご意見でございますけど、ここから個別の意見になっておりまして、意見の対

象個所は２．（３）のところで、民間競争入札の対象となる徴収業務の質に関する事項でご

ざいまして、ご意見では、「都道府県ごとに少なくとも１回は説明会を開催すること。」と

いうところを削除していただきたいという意見でございます。 
当機構の考え方でございますけど、これまで小委員会の中でもご説明いたしましたとお

り、機構といたしましては、汚染負荷量賦課金の申告が自主申告であること、納付義務者

が全国各地にいらっしゃること、それから説明会のニーズが非常に高いということで、サ

ービスの質を確保する観点からは、都道府県ごとに少なくとも１回の説明会の開催は必要
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と考えております。 
３点目のご意見のところでございますけど、これも徴収業務の質のところでございまし

て、原案では「必要かつ十分な数の相談窓口及び受付窓口を設け」とありますけど、「必要

かつ十分な数の」というところを削除していただきたいという意見でございます。 
当機構の考えといたしましては、ご提案の内容が質を十分確保できるものであり、必要

かつ十分な数の相談窓口等の設置に匹敵するという理由が明らかに示されているならば、

その提案内容はよしとするというふうに考えております。 
続きまして２ページ目の方でございますが、４番目の意見でございますけど、これは委

託費の減額に関する事項でございまして、意見では、委託費の減額を行わないとか、若し

くは、委託費の減額下限値を設定していただきたいというものでございます。 
当機構の考え方でございますけど、実施要項（案）では、未申告事業所が 450 件を超え

たときは契約の解除ができるということになっておりますので、その件数に相当する額を

減額の 大限の額として定めたいと考えております。 
具体的には、委託費の 10％を減額の 大限度額と考えておりまして、たまたまご意見を

いただいた方の１つの例の 10％と同じ数値になっております。 
それから、なお書きのところにコメントを付しておりますが、これはご意見を出された

方のお考えと徴収業務の役割に対する認識との間に、相当のギャップがあるということで、

毎年毎年の徴収業務を確実に行っていただきたいということで、あえて記載させていただ

いております。 
５点目の意見でございますけど、ここは落札者を決定する審査ということで、機構の方

ではなく外部の第三者に実施させるべきであるという意見でございます。また、このご意

見は前回の小委員会の後に、事務局の方からいただきました委員指摘事項と同様の意見の

ところでございます。 
これに対しまして、当機構といたしましては、外部の有識者等を含めた委員で構成する

評価委員会を設置したいと考えております。 
６番目の意見でございますけど、加点項目の配点基準を明示的に示してほしいという意

見でございます。ここのところも同様に、前回の小委員会の後にいただいた委員指摘事項

と同じものが指摘されております。 
当機構の考え方といたしましては、加点項目、評価項目及び配点基準の内容について、

より明確になるように修正したいと考えております。 
７番目の意見でございますけど、落札者の審査は、除算方式ではなく加算方式に変更し

ていただきたいという意見でございまして、ご意見の趣旨が、安値入札にするために、質

の確保をないがしろにするような提案が有利に働くことを懸念されておりますので、その

ようなことがないように、除算方式であっても審査は厳正に行いたいという回答にしてお

ります。 
８番目の意見でございます。徴収業務に必要な工数を提示してほしいという意見でござ
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いまして、平成 19 年度実績の数値をお示ししております。 
後に９番目の意見でございますけど、紙申告のデータ入力作業も本業務委託の範囲に

含めるべきであるという意見でございまして、当機構の考えといたしましては、現在、紙

申告に係るデータ入力作業は、既に短期集中的に派遣職員によって実施しております。 
また、当該業務につきましては、次の３点ほど掲げておりますが、①のリスク管理の観

点、②の新たな経費負担の増加を避けるため、③の業務の効率化の観点から、本委託業務

とは別体系で実施するのが適切であると考えております。 
以上がいただいた意見に対する当機構の考え方でありまして、次にこれらの意見を踏ま

えまして、実施要項（案）を修正しておりますので、それをご説明したいと思います。 
６ページ目の中ほどのところに「その他」というところがございまして、資料は資料２

－２でございます。６ページの「⑤ その他」のところが、１番目の意見に対する修正で

ございまして、「民間事業者の創意工夫を 大限に発揮するために実施要項（案）と異なる

実施手順等が不可欠であるとした場合には、実施要項と異なる内容でも差し支えない」と

いうことにしております。ただし、当然ながら、サービスの質を確保しなければいけませ

んので、サービスの質を確保しているという理由を明らかにした資料を添付していただき

たいというものでございます。 
それから、ちょっと戻っていただきまして、４ページ目の上段の方の（４）②イのとこ

ろが、４番目の意見に対する減額の 大限度額を盛り込んだ修正でございまして、「上記ア

により算出した減額の金額が委託費の10％を超える場合には、委託費の10％の金額とする」

というような表現にしております。 
済みません、もう一度、６ページ目のところに戻っていただきまして、意見の５に対す

る評価委員会の設置のところでございます。６．のところのなお書きのところでございま

して、「評価は、機構に設置する評価委員会において行うものとする。評価委員会は、外部

の有識者等を含めた委員により構成し、入札参加者を委員とすることはできない」という

ように修正しております。 
それから、６番目の意見に対する修正が、（１）のところからでございまして、ここのと

ころは、６ページの（１）の下のところで、必須項目審査と、加点項目審査のポイントや

評価手順を明確にするように修正を行っております。 
それから、７ページのエのところの(a)～(j)のところまでは、競争入札の対象となる業務

内容の表記に合せております。 
それから、②の加点項目審査のところですが、ここのところは、前回の小委員会の後、

先生方からいただきました指摘事項にもございましたとおり、民間事業者の提案内容で創

意工夫の余地のないものとか、優劣の差があまりないと思われる申告関係書類の送付、申

告書等の機構への送付、機構に対する報告という項目を削除しております。 
それから、【評価項目】の内容のとろころはより具体的な内容に修正をいたしております。 
【配点基準】のところは、以前は内容に応じて 0 点～20 点とか、そういうような表記で
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ございましたけど、配点の根拠を示す判断別の配点に修正をいたしております。 
簡単ではございますけど、説明は以上であります。 

○樫谷主査 ありがとうございました。ただいまのご説明につきまして、ご意見、ご質問

のある委員はご発言いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 
○稲生専門委員 事務局のほうからも、また、我々からもお願いをたびたびしていること

ではあるのですが、都道府県ごとの 低１回の説明会ということで、ご趣旨はわかる反面、

パブコメでも何とかこの条項を削除していただけないかというようなお願いがあるという

ことと、あと、考えてみると、 終的な納付率というか、申告率というんですか、そこの

結果、アウトカムの部分が重要であって、説明会をするというのが本当にサービスの質そ

のものなのかということが、やはりいまだによく理解できないというか、そこまでこだわ

ってこれを残す必要があるのかと。これもやはり事務局から指摘があったとは思うんです

が、今の時代、様々な方法で電話からファックスからいろんな方法で質問に対して答える

というようなことは可能かなというふうに考えられる中で、納付義務者の７割が自主的に

参加しているからといって、だからといって、説明会を望んでいるということはやや、私、

情報がないのであれなんですが、飛躍しているようにも思われるんですけれども、にもか

かわらず、どうしても都道府県ごとの 低１回の説明会にこだわる理由というのは、ご説

明の中身では何となく納得できない。むしろ参入を逆にいうと、壁にしてしまうのではな

いか、難しくしてしまうのではないかと考えられますけれども、そこをもう一度ご説明を、

何度も申し訳ないですが、お願いできないでしょうか。 
○折田部長 まず、我々の認識では、実施要項の内容というのは、一般の入札の参加者に、

我々が求めている業務量がどういうものであって、また、その必要な業務量を判断するた

めには、内容はより具体的なものがいいと考えております。 
２点目は、６ページのところで、民間事業者の創意工夫を 大限に発揮した場合には、

実施要項と異なる実施手順でもいいというふうに掲げておりますので、少なくとも都道府

県１回以上に相当するようなものであれば、それはよしとしておりますので、決して入札

参加者を除外しているというものではないと考えております。 
○稲生専門委員 そう読むということですか。それはなかなか伝わるかどうかということ

です。確かにおっしゃるように、７ページのところでも、そういうふうに一文が加えられ

ている。「なお」書きでしたか、②のところにも書いてあるので。 
○折田部長 当然ながら、今後は入札説明会とかそういうのがございますので、今回のパ

ブコメでこういうような意見がありました。それに対して、当機構としてはこんなふうに

考えておりますということを明示的に説明はしようと考えております。 
○稲生専門委員 そうするとパブコメに対するお考えの方の文言がちょっとあれなのか、

逆に言うと。つまり、これまで提供してきた、サービスの質を確保する観点からも、少な

くとも１回の説明会は必要であると考えると書いてあると、本当に必須条件だというふう

に素直に民間の方はとられて、それを逆転する方法もありますよというのは、ちょっとう
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かがいにくいのかなと。 
○折田部長 そういうのは１番目の意見の、ここのところで全体的なものを言っておりま

す。ご意見の３番目のところでも、質を十分に確保できるものであれば、設置の数にはこ

だわらないというような意味のことを書いております。 
○稲生専門委員 ３番目のところは、逆にわかりやすいというか、「提案内容を拒否するも

のではありません」というのは、暗に例外中の例外よというのが読めてしまうのもちょっ

とあれなんですが、ただ、２番の場合はそれがむしろあまりうかがえないですよね。ちょ

っとこれも多少救ってあげる道はあるんだよという文章を付け加えていただけると、逆に

もう少し民間さんからして、ほかに対応策があるのかなというふうに読んでいただけるの

ではないかなと思うんですね。 
○渡邉副主査 今の説明会で全部逐一説明されるのであれば要項に書かれてもいいんじゃ

ないかと素人考えでは思うんですね。逆に言うと、書いちゃいけない理由がないのであれ

ば、もし、この文言を削除しないのであれば、こういうことで代替的なことを提案すれば、

それは十分に代替できますというのが、非常にすっきりとペアステートメントなのかなと

いうのを、今、ご説明伺いながら思ったんですけど、ある意味、ここでこういうふうに書

かれるのは、対面でやる必要性があるのか、ないかという話と、もし対面でやる必要性ま

ではないのであれば、こういう目的を達すれば、ほかの方法でもいいですよということを

メッセージとして直截に伝えていただければ、多分それが一番いいのかなと。 
○徳山企画官 ３ページのところに書くというのは。コメントのほうですか。 
○樫谷主査 ３ページの（３）のやつですね。 
○渡邉副主査 ええ。要項のところにストレートに書けるのであれば、書いちゃいけない

理由がないのであれば、どうせ説明会で全部言われるのであれば、さらっと書いておけば、

それがいいのではないかと思ったんです。 
○内山専門委員 その点なんですが、まさに渡邉先生おっしゃったように、要項にこう書

いてある。例えば「都道府県ごと少なくとも１回は説明会を開催すること」、３ページの（３）

の業務の質のところの①ですが、そう書いてあって、それで、いや、これは開催しなくて

もいいと読むのだよというのは、それはかなり無理がある。それは法文から明らかに逸脱

したことは解釈できないわけです。例えばなんですが、「説明会の開催等」として「都道府

県ごとに説明会を開催するなど申告納付の促進のために必要な措置を行うこと」とか、例

えばの話、そういうふうに書かないと、今おっしゃったふうには読めないと思うんですよ。 
○栗山課長 この説明会なんですが、税務署なんかも確定申告のときに相談窓口もここに

設けられていまして、申告する方々がわからないところは、私ども説明会で説明して個別

質問という場もございまして、実際わからない方、担当が変わったり、わからない方々に

対しては懇切丁寧にご説明する場でもあるんですね。そういった意味で、担当が変わった

とか、そういったときに、説明ができる場としてこの説明会というのが重要だろうという

ふうに認識しています。 
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○渡邉副主査 今のお話だと対面というのが重要であると。対面で直接やりとりするのが

重要である。であるとすると、そういう目的を達するに同じことができる手段であればい

いということにやっぱりなりますよね。 
○栗山課長 それは先生、具体的にどういうことでしょうか。 
○渡邉副主査 今、こういう時代なので、テレビ電話で実際に会議やっているところもた

くさんありますし、本当にブースを設置して何人かぞろぞろっと行って、何人か来てもら

わなければいけない時代なのかというのが多分事務局からのご提案いただいている内容だ

と思うので、別に対面の必要性があるというのであれば、それを否定しているわけでは全

くないんですけど、対面の必要性が重要であるのであれは、物理的にブースを開いてとい

うことが重要なのではなくて、そういうふうな手段をとることが重要だということであれ

ば、それと同等なものであればいいということで、まさに内山先生からお話があったよう

に、これに限定するような書き方ではなくて、こういう目的を達するので、別に全国で１

回ずつやるのだったらそれはそれでいいと思うんですけど、それと同等な手段を排除しな

いような記載にされればいいのかなと思うんですよね。 
○折田部長 ３ページのところは、当機構が想定しているような業務の質がどういうもの

であるかというのを書いている箇所ですね。 
○稲生専門委員 業務の質が、説明会の開催というのではなくて、むしろ必要なアドバイ

スとか、必要な情報とかが伝わるということが業務の質なのではないですか。 
○折田部長 ですから６ページ目のところで、創意工夫が 大限に発揮されるならば、我々

のところでは説明会の開催ということを示しておりますけど、それと同等の効果の上がる

ことを出して、 終的に提出率の 96％というところをクリアできればいいというふうには

考えておりますけど。 
○稲生専門委員 これはやや水かけ論になってしまうかもしれませんが、説明会の開催が

業務の質というのはちょっとおかしいのではないか。つまりおっしゃっているのは、いわ

ゆるインプット、アウトプットという業務量の話で、これを我々やっていたのだから、同

じことを民間さんがやることが業務の質だということは、ちょっとこれずれているんだと

思うんです、失礼ながら。むしろ説明会をやることによって、一体何を要はサービスとし

て提供したいのかということを考えるべきであって、ほかの方法によって担保されるので

あれば、逆に言えば、説明会というのは必須の条件ではなくて、お客様である申告者の方

が一体どういう情報をほしいのか、繰り返しになりますけれども、そこが担保されるとい

うことがむしろ（３）の①で書かれるべきことではないんでしょうか。必要な情報の提供

とか、あるいはわからないときの問い合わせをしてもらえるとか、それこそがサービスの

質なんじゃないでしょうか。 
○折田部長 ですから、なぜ説明会を開催するのかということは、これまでの小委員会で

もご説明してきておりますけど。要するに新たな情報とか、納付申告を進めてもらう準備

をしてもらうためには、そのような説明会を開催した方がいいということを考えておりま
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す。それは、あくまでも我々の 終的な目的といいますか、申告率の 96％を確保すること

でありますので、96％を確保するためのいろんな手段の一つに説明会の開催というものが

ありまして、説明会の開催を 96％に効率よくリンクするためにどのような方法がいいのか

ということで、都道府県１回という形で掲げているものです。 
○稲生専門委員 言葉を返してあれなんですが、であるとすれば、結局１つの手段として

あるのが説明会の開催であるということを今おっしゃったのではないでしょうか。だから、

あえて独立の項目として説明会の開催を必須項目として３ページに挙げることは必ずしも

重要ではないのではないか。また、重要であるとすれば、さっき渡邉副主査がおっしゃっ

たように、１つの手段として例示しておけば足りるのではないでしょうか。 
終的なところ、本当に申告率が上がったかどうかは、それは数字できっちりと、九十

何％絶対守らせるというのがいいかどうか後でまた議論あると思うんですが、そこで担保

していけばいいのであってですね。 
○樫谷主査 提出率を③にするのでなくて、①にして、説明会の開催とか、これを原則と

してこうするとか、ただし、同じ質を保つのであればほかの提案ができるみたいにしてお

けば読めると思う。ここはどちらかというと、入札の手続のところに書いてあるので、よ

く読めばわかるんですが、質のところで書いていただいて、質は要するに提出率なのだと

いう一番大事なところを言っていただいて、今まではこういうことをやっていたというこ

とですよね。それは原則としてそうやっていただくのがいいと思うんです。 
そうしないと、入札者がどれぐらいいるのか、その心配も実はあるわけですね。全国で

確かに、どこかベース持っているところでないとなかなか、四十いくつかあるんですね。

都道府県にいちいち場所を設けてやるとなると相当なコストもかかるわけですよね。だか

ら、そういうような懸念も我々しておりまして、ただ、どうしても必要と皆さんが認めれ

ば、認めるというか、入札をされる方が認めれば、そういうことになると思うんですが、

もっと工夫があればいいということであれば、提出率を１番にして、それ以外については、

原則はこうだけれども、というような書きぶりというのは難しいですか。 
○徳山企画官 従来はこうやってきたということですね。 
○樫谷主査 その趣旨はよく理解してもらったのでこういうことをやってきたということ

ですよね。それで効果があったと考えられているわけですよね、やったことによって。そ

れは書いていただいてもいいと思うんですよ。 
○折田部長 説明会とか納付申告のところは、質のところに書いてもよろしいと。 
○樫谷主査 だから質のところというか、 終的に提出率がまず質ですよね。開催するこ

とが質ではなくて、 終的には提出率を上げるとか、もちろん期限で間に合わせるように

するとかというのはもちろん質だと思うんですが、提出率のための参考情報としては、今

までこうやってきて、それは効果が上がってきたという意味では、事実そうなんでしょう

から、我々は否定するものではありませんが、それ以外にもっといい方法があるというの

であれば、それは否定するものでないというのであれは、はっきりそこをここのところに
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書いていただいたほうがいいのかなと。そうしないとここでは読みづらいですよね。 
○渡邉副主査 私がこんなことを申し上げるのは僣越なんですけど、要項とか、回答でも

そうなんですけど、こことここを組み合わせれば、よく読めばわかるというのでは、多分

目的を達しなくて、本当にこんなこと申し上げるのは僣越なんですが、ある意味、私ども

のような素人が、頭から読んで、それでいろいろ憶測とか、もしかしたらこうかもしれな

いとか、こう組み合わせたらこうかもしれないという解釈を加えないで、できるだけスト

レートに一義的に伝わるようにしていただきたいというのが根底にあるものですから、言

われれば、なるほどこういうふうに組み合わせるとこう読めるかもしれない。でも場所が

離れていれば、もしかしたら見落とすかもしれませんし、回答のところと、これとこれを

組み合わせればと言われれば、ああ、なるほどそういう読み方あるのかと、今、逆におー

という感じはあるのですけど、できるだけそういういろんなことを考えないで、読んでス

ムーズに、一義的にだれが読んでも同じになるような記載にしていただきたいというのが

ちょっとあるものですから、さっきほかでわざわざ説明を加えるぐらいだったら書いてい

ただいたほうがいいのではないかと申し上げたのはそこなんですね。 
○徳山企画官 済みません、私も驚いているんですが、例えば 96％についても修正可能と

いうわけではないんでしょう。例えば、その次の 10 日以内に報告というのは、これは絶対

守らなければならないものなんではないですか。それと代案を出していいものが同列に並

んでいるのは極めて不自然なんだと。ですからこれは同列に並べるべきでなく別のカテゴ

リーとして記載すべきことだと思います。96％下げてよいとか、10 日でなくてもいいとか

ということまで許容されるのであれば、また別ですけれども。 
○樫谷主査 これは提案で、90％いいという提案はできないわけですよね、少なくとも。

また 10 日が 15 日でもいいということの提案もできないわけですね。 
○関参事官 今まで説明会やってこられたとか、相談のブースを設けられたということを

やってこられたので、委員の皆様はそれを否定しているわけでは全くなくて、例えば業者

によっては、私もここで考えると、説明のＤＶＤでもつくって、それを全事業者に郵送す

るというやり方を考える人もいるかもしれませんし、それに対して質問があればメールで

受け付けますということを考える人もいるかもしれない。だからもちろん説明会＋相談ブ

ースというのを否定するわけではないんですけれども、そこはサービスの質としては、96％
達成する上での各事業者への必要な説明とか、相談の受付とかという形にとどめておく、

もちろん補足情報としては、これまではこういう頻度で説明会やったとか、こういう形で

相談に乗ったということを補足情報として書くことはもちろんいいし、そういう点を否定

されているわけではもちろんないわけです。 
○徳山企画官 このところのまとめについてはまた相談を。 
○樫谷主査 趣旨は我々言っているのとそれほど違わないと思いますので、書きぶりの話

だと思うんですね。書きぶりについて、事務局と協議していただくということでよろしく

お願いしたいと思います。ただ、ここが今までの成功要因だということははっきり書いて
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おいて一向に構いませんし、実際そうなのかも。 
そのほかに何かございますか。 

○内山専門委員 先ほどちょっと出たと思うんですが、整理番号３番のところの「必要か

つ十分な数の相談窓口及びび受付窓口を設け」という部分で、お答えが「その提案内容を

拒否するものではありません」、ご趣旨はわかるのですが、単に文言の問題として、これだ

と、じゃ一体どうなるのというのがわからないと思いますので、ここで「必要かつ十分な

数」というのを削除するということにはできないのでしょうか。「提案内容を拒否するもの

ではありません」、提案を受けているというのであれば、これは「必要かつ十分な数の」と

いうのを削除したほうがいいということになりますが、そういうことにはならないんでし

ょうか。 
○折田部長 要するに実施要項（案）というのは、我々機構が、質に対してどんなふうに

思っているかということを、より具体的に知らさなければいけないという認識を持ってお

りますので、ただ単に相談窓口を設けるのと、必要かつ十分な数というのは違うというふ

うに私は認識しておるんですけど。 
○内山専門委員 提案を拒否するということですか。今の話だと拒否しないということは

受け入れるということであって。 
○折田部長 十分な数に匹敵するようなご提案の内容であれば、それはよしとしています

ということですね。 
○内山専門委員 先ほど申し上げたように、要項で、こういうふうに「必要かつ十分な数

の相談窓口を設け」と書いてしまうと、これはミニマムリクエストだと事業者のほうは理

解するわけですね。それは先ほどの説明会の開催の問題と全く同じでして、そういうこと

が大事だとお考えなのはわかるんですが、それをミニマムリクエストとして入れるかどう

かというご判断なんですよ。説明会を開催しなくてはならない、必要かつ十分な数の相談

窓口を設置しなくてはならない。何々をしなくてはならない。マストになるか、それとも

そうしたほうがよいのかというのは実は大きな違いでして、要項というのはミニマムリク

エストを書かなければいけないと思うんですが、その点いかがでしょうか。 
○栗山課長 できるだけ、例えば相談窓口だとか、そういうものがあったほうが、納付義

務者の方々からは、身近に聞いてもらえるというようなものがあったほうがよりいいと思

うんですね。それが「必要かつ十分」があっても私はいいような感じがするんですが、そ

れはどうしてもそこが……。 
○内山専門委員 必要かつ十分な相談窓口がなくてはならないのか。それとも、そうでも

いいし、あるいはそうでなくてもそれに匹敵する効果をもたらすものがあればいいのかと

いうことは実は大きな違いですよね。要するに文言として、それは代替措置も可能なのだ

よということが明らかにわかるような文言にすべきだと先ほどから申し上げているわけで、

このままの文言だと代替措置が不可能なように読めてしまうということです。 
○樫谷主査 窓口を設けなければいけないのかどうなのかということですよね。窓口はあ
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る程度あって、それ以外の代替的な方法もありますと。それでトータル目的が達成できま

すというような表現ができればいいということですね。 
○折田部長 それであるならば、６ページの⑤のその他の部分を、３ページの方に持って

くれば、誤解がないと思いますけど。 
○徳山企画官 ①と②にそれがかかるのだということがわかるような形で修文等を。 
○渡邉副主査 ①、②に含めですよね。 
○徳山企画官 これもどこまでかかるのかも、この位置にあったのではわからないんです

よね。まさか入札参加資格の提案可能ということではないと思うんですけれども、96％も

変えていいということではないのと同じ話ですね。 
○渡邉副主査 逆に私、応札を希望する事業者のほうから、「必要十分な数って何個ですか」

と聞かれたらどう答えられるのか、素朴に読んで思っていて、ここで数を示されると、さ

っきの説明会と同じ議論になってしまって、よくわかりませんというのと、今度応札する

事業者がきっと困ってしまって、そういう意味では、「必要かつ十分な」というと、みんな

フレキシビリティーも確保しつつ困らないような書き方のように一見見えるのですけど、

みんなで実際に始めようと思ったときに、どういうふうにされるのかなという疑問はちょ

っとあって、結局①と②の問題は同じ問題になるのではないかなと思っているんですね。

そうだとしたら同じように取り扱っていかないと意図したところと違うことになるのでは

ないかというのが、お話を伺っていてのコメントというか、感想めいたことになりますけ

ど。 
○稲生専門委員 １つあるのは、「必要かつ十分な数」ではなくて、まさに適切な数とか、

だから適切があればいいのであって、「必要十分な」というのはすごく強いですよね。論理

学で考えればすごく強いんですよね。そこら辺は多少緩和するように、パブコメでも要ら

ないのではないかと来ているわけですので、そこはご検討いただいたほうがいいのではな

いかと私は考えております。 
○樫谷主査 ７ページの「加点項目審査」のところに、説明会の開催、ここに書いてあり

ますね。 
○稲生専門委員 今、まさにそこを私申し上げようと思ったんです。 
○樫谷主査 ここで評価をしているんですね。ここで代替するようなことがあっても加点

されるということですね。 
○稲生専門委員 はい。ですから評価項目が、説明会の開催にやっぱりここでもこだわっ

ておられて、必要な情報提供とか、何かそんなようなことじゃないのかと思うんですけれ

ども、つまり、ここに「説明会の開催」とこうあると、しかも評価項目のところにかなり

細かく括弧の中も含めて、場所とか回数とか、もちろんこだわっておられるのはよくわか

るのですけれども、ややきつめに出ているなというのが印象としてはありますね。 
それから、済みません、質問ですけれども、今回いろいろと加点項目を整理していただ

いて、具体的には大分見えてきました。それで配点のバランスの考え方ですけれども、ア
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の今話題になっている説明会の開催等が、20 点が 高得点、エの未申告事業者に対する措

置も 20 点ということで、あとは若干点数が下がっているということですけれども、アとエ

に一番ご関心があるから、配点上も高いということですか。 
○折田部長 そうです。 
○稲生専門委員 用語で「慫慂」でしたか？ 
○折田部長 ええ。 
○稲生専門委員 繰り返しですが、これは怠ることがないように、皆さんにこういう制度

があるのをご存じですかということを知らしめるのが「慫慂」でしたか、あるいは出して

いない方に対して出すように仕向けるのが「慫慂」でしたか。催促みたいなものが…… 
○樫谷主査 督促みたいもの。 
○栗山課長 督促みたいなものです。 
○稲生専門委員 督促みたいなものが「慫慂」になるわけですか。そうすると、イとエの

関係はどうなるんですか。未申告事業者に対する措置というのはまさに「慫慂」と重なら

ないんですか。 
○樫谷主査 特例措置と書いてある。 
○稲生専門委員 それはいまだに同じなんですか。 
○栗山課長 これは両方絡みます。要するに未申告事業者、適切な申告の提出の慫慂は、

申告期限が例えば５月 15 日だとしますと、それ以前に申告の期限ですよということをいう

のも慫慂で、未申告提出事業者に対して申告出ていませんというのも。 
○樫谷主査 期限には来てないということですね。 
○稲生専門委員 なるほどね。結局申告率を上げるための点数としては、イとエをむしろ

合算して 35 点ぐらいの重みがあるわけですよね。期限によってイとエを分けているにすぎ

ないわけですね。 
○栗山課長 今現在も、要するに提出期限、５月 15 日になりますと、例えば５月 15 日以

前に申告が出ていればそれば別なんですが、出ていないような、１週間ぐらい前に申告の

期限が迫っておりますと、お手続きお済みでしょうかというはがきなり電話でやっていま

す。 
○稲生専門委員 わかりました。一応お宅様では、このイとエをあえて分けるというのに

意味があるということでございますね。それは理解をしました。 
それから、あと、オの「納付義務者の申告の記録」ということなんですが、これ中身読

むと評価項目では、内容の正確性を担保すると、こうあるわけですね。そうすると、ウの

点検と受理のところの中にも実際には点検をするというのがあって、そこで正確性のチェ

ックもあるのかなと思っていまして、あえて、オを独立するという必要はあるんですか。 
○栗山課長 要は、今までのケースではあるのですが、要するに納付義務者の方々にどう

いう指導をしているか、そういうことを業務シート、台帳と言っているのですが、そうい

ったものの中にどういう指導をしたか、説明会に参加したか、しなかったとか、そういう
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ことも含めて記載するようにしています。 
○稲生専門委員 そういうことですか。納付義務者の申告、言葉がちょっとあれなのか、

どういうやりとりがあったかというか、そういうものの記録になるわけですね。ちょっと

これをもう少しわかりやすく、項目を立てるのは今理解できましたので、言葉遣いだと思

うんですが、ちょっと素人が読むと、内部的には恐らく理解されていても外部にはちょっ

とわかりにくいので、そこをご工夫いただいたほうがいいのではないか。 
○折田部長 ２ページ目の⑥に「納付義務者の申告の記録」ということで書いております。

業務実施台帳の作成というものです。 
○稲生専門委員 わかりました。それは参考資料等を見ればわかるようになっているんで

すね。であれば、これで理解できました。失礼いたしました。 
○樫谷主査 台帳にそういうことを、納税義務者の申告にかかわるいろんなやりとりを記

録すると、こういう意味でね。 
○栗山課長 例えば、間違った指標や納付義務者の方とトラブルがあったときに困るもの

ですから、そういうことがないように、私どもそれを受けて、また、逆に納付義務者の方々

に対して説明ができると。 
○渡邉副主査 さっきのところに戻るようで恐縮なんですけど、多分文言を後でご検討い

ただく際に、もともとが２ページ目の②のところで「説明会の開催及び申告・納付指導等」

で、説明会を開催することで、窓口を開設し、指導・助言することというのが基本にあっ

て、質として、右のほうで、少なくとも１回とか、「必要かつ十分な」というのが出てきて

いると思うんですね。 
先ほどからの議論を踏まえると、お考えいただきたいのは、することというふうに限定

してしまう根っこのここのところから多分ご検討いただかないと、この３つの流れという

か、２ページ目の②と、３ページ目の（３）の①、②と、６ページ目の６の直前の上の⑤、

これの関係が多分きれいにならないんだと思うんですね。そこをちょっとご検討いただけ

たらと思うんですけど、以上です。 
○徳山企画官 こうなると義務になってしまう。 
○樫谷主査 そういうふうに読めてしまう。あと、何かございますか。 
○内山専門委員 よろしいですか。 
○樫谷主査 どうぞ。 
○内山専門委員 ６ページの６．落札者評価のための委員会を設置するということなんで

すが、パブコメに応じて、第三者に実施させるという提案に対して評価委員会を設置する

のは誠に結構だと思うんですが、見ますと、「外部の有識者等を含めた委員により構成し」

という、若干間接的な言い方になっていると思うんですが、端的に伺いますと、委員構成

についてはどのようなものというふうにお考えですか。 
○折田部長 現在考えております外部の有識者というのは、公認会計士の方、弁護士の方、

環境政策に詳しい学識経験者、納付義務者の代表ということで、例えば経団連の方とか、
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そういうような方を今のところは考えております。 
○内山専門委員 構成の割合としましては、外部の方はどのぐらいになるご予定ですか。 
○折田部長 今のところ４名です。 
○内山専門委員 外部を含めたと書いてありますが、内部もいるのかなと思ったんです。 
○折田部長 機構は１～２名ということですから、５～６名のうち４名は外部の方という

ふうに考えています。 
○内山専門委員 わかりました。 
○樫谷主査 あとはよろしいですか。あと、４ページの例の契約の形態とか支払いの問題

で、減額が委託費の 10％を超える場合は 10％を限度とするということですね。 
○折田部長 はい。 
○樫谷主査 それを超える場合は、450 件を超えるのだから、それはキャンセルもあり得る

と、こういう整理の仕方だと考えてよろしいわけですね。 
○栗山課長 はい。 
○樫谷主査 損害賠償とあったように思ったんですけど、13 ページ、先ほどの意見募集の

ご説明のときに、民間の方に十分に行き渡らないというような状況が想定されるわけです

が、そんなのは損害賠償の対象になるんですか。認定患者の支給の資金が確保できないと

いうようなことも起きてくるわけですよね。この辺との関係というのはどのように見たら

よろしいんですか。 
○栗山課長 私どもはお金が集まらない。要するに申告がなされないという形になります

と、私どもも市中から金を借りて、要するに私ども法律では都道府県知事が支弁した費用

は、この納付金をもって充てるという形になっていまして、自治体が払ったものは機構は

納付金を払わなくてはいけないという形になっています。そうしませんと、末端の患者さ

ん等に支払いが滞ってしまうという形になりますので、私ども機構としては銀行さんから

お金を借りて、それでも金を払わないといけない。ただし、納付義務者の方々に利息なり、

そういったものを求めることができませんので、委託先にそういうことが発生するだろう

と考えています。 
○渡邉副主査 利息分を考えておられる。 
○栗山課長 利息も元本も含めて多分。 
○樫谷主査 状況によっては元本払うわけですね。 
○栗山課長 そこら辺は、基本的には利息程度になるかもしれません。ただし、それがい

つまでに、例えば申告が出てこないか、あるいはこじれて、納付義務者の方々が申告しな

くなったということになってもそれも困っちゃうというのはあるかと思います。 
○渡邉副主査 市中から調達した元本払えと言われたら、それでも応札する事業者はいる

んですか。 
○栗山課長 だから、今時点でどうなるのかわからないですが、ただ、私どもは納付金を

払わないといけない。 
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○樫谷主査 それはそうですね。 
○栗山課長 はい。 
○樫谷主査 450 件というのは、そういう意味から見たら、どういう感触で見ればよろしい

んでしょうか。450 件内であれば、機構の負担がほとんどないと、こう考えてよろしいんで

すか。もちろん規模にもよりますね、件数だけではなくて。１件でも物すごく大きなもの

もあるでしょうしね。 
○栗山課長 そうですね。 
○樫谷主査 ただ、大きなところは、いろんなコンプライアンスもあるでしょうからやる

でしょうけれども、この 450 件というのはどういうふうに見たらよろしいんですか。ぎり

ぎりの線だとこういう理解ですか。゛ 
○折田部長 450 件の算定根拠でありますけれども、450 件、未申告事業所が 450 件にな

ると、我々の業務がパンク状態になるというふうに考えております。委託先から引き継い

だ未申告事業所の件数が、過去４年間の平均で 309 件ございまして、それを引き継いだ後

に申告督励を行うのですけど、その処理状況を見ますと、機構の申告督励により応じた件

数が 68 件、それから、精算結了によりまして、納付義務対象外となって件数が 47 件、破

産法の法的手続を開始した件数が 53 件、残りの 141 件が制度不満とか、経営不振による未

申告者の件数ということです。141 件につきましては、企業としては申告しないというケー

スがほとんどでありまして、なかなか申告を説得するのが困難という件数であります。 
今回、96％下回った場合には、前回は申告したんだけど、次回からはもうやめましたと

いうような件数がほとんどになるかと思います。ですから従前の厳しい 140 件が倍ぐらい

になった場合には、我々の補償業務の業務はパンク状態となり、補償業務が全然機能しな

くなるということで、従前の 309 件に、非常に強い制度不満とか督励の厳しい 141 件を合

せた 450 件が契約の解消の対象になるだろうということで示しております。 
○樫谷主査 先ほどの４ページの（４）の③の徴収実施期間終了の時点というのは、この

場合いつになるんですか、６月 15 日ですか。 
○栗山課長 ６月 14 日。 
○樫谷主査 14 日ですか。になって、これで 450 件を超えるということは、逆にいえば、

キャンセルをして、機構がやらなければいけないということですね。 
○栗山課長 そうです。 
○樫谷主査 おっしゃっている意味は。これでは回っていかないので、機構としてもう一

度督促とかなんか業者に退いてもらってということですね。解除をしたときに損害賠償も

あると思いますけど、フィーの支払いはどういうふうに考えたらよろしいんですか。損害

賠償でいくという話なのか、それともフィーはちゃんと払うけど、損害賠償するという話

なのか、その辺はどういうふうに理解したらよろしいですか。つまり 10％は出しますと、

ディスカウントしたまま、ただし、機構としていろいろやらなければいけないと。それは

別途コストかかりますよね。あるいは金利の問題とか元利の問題とか出てきたときに、そ
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れを損害賠償しますと、こういうことですか。両建てになるということですか。 
○栗山課長 例えば委託費が仮に２億だとすると、10％だと 2,000 万。 
○樫谷主査 2,000 万ですね。2,000 万は控除したものを払うけれども、別途、損害賠償が

もし発生したら 1,000 万なのか、5,000 万なのかわからないけれども、それは損害賠償請求

しますと、こういうことですか。こういうふうに読めるんですか、このページは。 
○徳山企画官 13 ページの⑪で、先ほど樫谷主査が言われた、これで過失ということに当

たるということなんでしょうか。済みません、渡邉先生に。 
○渡邉副主査 故意、過失がなければ責任負わないので、故意、過失によりというのは、

それはそうかなと思うんですけど、私も今のお話を伺って、解除というと訴求効が認めら

れるので、払わなくてよくなるのかなという、でもこれの性格からいうと、100 件、例えば

ちゃんとやってくれたのであれば、100 件分払うべきかなというのもあって、そういう意味

で訴求効を認めない解除なのか、いわゆる解約というか、何だろうかと思いつつ、しかし、

損害賠償の範囲も、さっき言われた元本みたいなものについてまで及ぶかというと、相当

因果関係にあるのかとか、そもそもこれ債務不履行の範囲なのだろうかというところが素

朴に疑問でして。 
○樫谷主査 過失を入れるかどうか、450 件を超えた場合ですね。 
○渡邉副主査 率直に言って、どんなに頑張っても払わないと言われたら払わないでしょ

うし、多分機構が今まで現実にやられて達成しておられたので、あまり考えてこられなか

ったのかもしれないですけど、実は同じ問題で機構が仮にやられた場合にも払わなければ

いけないという事実は変わらないわけですよね、第三者がやろうと機構がやられても。仮

に今まで、もし必要な金額を切った場合に、それをだれの負担でどういうふうにされるお

つもりだったのかなというのが今伺っていてよくわからなくなってきて、今まで機構が負

担されないものだとすると、第三者が登場したからといって、いきなり全額負ってねとい

うのはちょっと違うのではないかなというのがありまして、今まで仮に足りない分があっ

たら機構が、まさかその元利から何から全部負担されることだったとするとすごい責任だ

なと思ったんですけど。 
○樫谷主査 障害が出るということはよく理解はいたしましたけれども。 
○徳山企画官 障害があったときの民間事業者側が負う負担というのをもう少しわかるよ

うに書いておくということなんでしょうか。 
○渡邉副主査 多分書きようとしては、どういうものが起きるかわからないので、なかな

か全部書くというのは実際上難しいと思うんですね。これは契約でも要項でも多分書けな

いと思うんですけど、恐らく質問が出たときには答えられるようにしておかなくてはいけ

なくて、そのときに多分、今、主査からご質問のあった、例えば全体の契約金額 10％引い

た形で払うのかどうかとか、私もさっき伺った、元本まで負担となると、多分金額的にす

ごい……もともとこれを受注してコストを引いて利益を彼らなりに想定して入ってくると

思うんですけど、利益吹っ飛ぶぐらいの損害賠償請求がされるということになると、多分
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すごく驚くことになるでしょうし、法律的に元本まで行けるのかなというのは、済みませ

ん、私も今伺っていてよくわからなくなってきたんですけど、もっと言うと、多分同じ事

態は今機構がやっておられても起こりうる状態で、そこを今までの努力で起きないように

されてこられただけなので、第三者がという以前の問題として、仮に起きたときに機構が

どこまで負わなければいけなかったのかというのが、多分第三者に責任を負わせるときの

検討のベースラインになると思うんですね。 
 民間事業者が入ってきたから、いきなりどかんと負わせられる性質のものではないし、

いきなり性格が変わるものではないと思うので、多分そこは内部でご確認いただく必要が

あるのではないか。書き方としては、なかなかこれ以上、実際に問題が起きたら、それが

相当因果関係の範囲内なのかどうかという、そういう事実認定の話とかになってくるので。 
○樫谷主査 多分 446 億なんですね。だから、これ１割もなくなったらという、小さなと

ころが多いんでしょうからないと思うんですけれども、何となくイメージとして、１％で

も４億なんですね、収納として。そういうイメージで、とんでもないと、手出すのが怖く

なっちゃうというようなイメージがないようなものにしておかないと、もちろんいいかげ

んにやってもらったら困るので、非常に大事なことで、440 億を責任持つわけですから、お

っしゃる意味、よくわかりますけど。 
○栗山課長 私ども一番困るのは、公害の認定患者さんたちにお金がお支払いできない事

態になることが一番困ることであって。 
○樫谷主査 440 億ですけど、全部で何件でしたか。 
○折田部長 約 8,400 です。 
○樫谷主査 大体どうなんですか、金額的なランクからいうと、例えば上位何社でも、８

割いくとか、９割いくとか、５割いくとか、何かそんなような、そういうのはあるんです

か。 
○栗山課長 大きいところは何十億というところから。 
○樫谷主査 １社であるわけですか。 
○栗山課長 １社じゃなくて１事業所で。 
○樫谷主査 １事業所で。 
○栗山課長 からゼロまであります。 
○樫谷主査 逆にいえば、ゼロのものが 450 件あったって、極端にいえば、金額には関係

ないですね。 
○栗山課長 関係ないんですが、この制度上、納付義務者、税のほうもそうでしょうけれ

ども、納付義務者になれば申告しなくてはならない。ゼロだったら申告いいですよとはい

えない。 
○樫谷主査 そうですね。当然ゼロで申告しなければいけない。 
○栗山課長 要するに納付義務者間の公平感、不公平になってはいけないということにな

りますので、申告は求めないといけないという形になります。 
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○樫谷主査 ゼロならゼロというゼロ申告をしなければいけないということですね。そう

いった制度で成り立たないということですね。 
○渡邉副主査 例えば機構が今やっている間に、仮に万が一切った場合に、だれが負担す

べきかというと、多分もともと申告義務があった人ということになるのだろうと思うんで

すけど、そうすると機構がやられるとすれば、自分で元本を負担するというよりは、第三

者に支払わせるように措置をとることになると思うので、民間事業者に期待すべきことは

同じことだと思うので、済みません、私も今、いつの段階で申告義務者に債権が発生する

のかとか、よくわからないでお話しているので難しいのですけど、多分そこはスタディ済

みの話だと思うので、そういう意味で、万が一これが機構に起きたらというところで一回

ご確認いただいて、それでそれを民間事業者に置きかえて、彼らにどこまで責任を負わせ

るのかという目で見ていただくと、きっと検討のプロセスとしては、多分それが一番確実

じゃないかなと思うんですね。 
○徳山企画官 契約をまさに解除になった場合の対応について、少しお考えをまとめてい

ただいて、次回お聞かせいただくということで準備したいと思います。 
○樫谷主査 あとは何か。 
○渡邉副主査 特にないです。 
○樫谷主査 事務局から何かありますか。 
○徳山企画官 修文をさせていただくことになりますので、その調整がつき次第といいま

すか、若干時間も押している面もございますので、来週もしくは再来週に。 
○樫谷主査 できるだけ早めに、スケジュールがあることでしょうから、あまりのんきに

はできないと思います。 
それでは、本実施要項（案）につきましては、整理すべき点が何点か残されております

ので、機構におかれましては、本日の審議を踏まえて、次回の審議までに事務局と鋭意調

整をお願いしたいと思います。 
また、委員の先生方におかれましては、本日質問できなかった事項や確認したい事項が

ありましたら事務局にお寄せいただきたいと思います。 
事務局において整理していただいた上で各委員にその結果を送付していただきたいと思

います。来週ぐらいでできればよろしくお願いしたいと思います。 
ありがとうございました。 

（（独）環境再生保全機構関係者退室） 
（（株）日本スポーツ振興センター関係者入室） 

○樫谷主査 続きまして、「スポーツ施設の管理・運営業務」の実施要項（案）の審議を行

いたいと思います。 
本日は、（独）日本スポーツ振興センター総務部・高谷部長にご出席いただいております

ので、前回の審議や意見募集の結果を踏まえた実施要項（案）の修正点等につきまして、

10 分程度でご説明いただきたいと思います。よろしくお願いします。 
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○高谷部長 よろしくお願いいたします。それでは、早速でございますけれども、企画調

整課長の河村のほうから、変更点等についてご説明させていただきます。 
○河村課長 企画調整課長の河村でございます。どうぞよろしくお願いします。 
 それでは、会議資料の３－２、実施要項（案）でございます。並びに資料Ｃ－②、こち

らは意見募集の結果でございまして、前回も大変ご指摘を賜りまして、また、その後も事

務局のほうからもご指示等もいただいておりますので、それを加味したものということで、

実施要項に順次合せて少しご説明を申し上げたいと思っております。 
まず、２ページでございますが、下のほうから「③ 委託業務」の部分でございます。

委託業務の範囲につきまして、意見募集の６、資料が飛んで申し訳ございませんが、２ペ

ージのところでございますが、産業廃棄物の取り扱いというところでご指摘がございまし

て、ここで委託業務の範囲に誤解が生じないようにというところで、ここの対象外という

ところでご回答を申し上げていっているところでございますが、それにつきましては、実

施要項の 24 ページ以降、こちらの別紙のほうで委託業務の範囲というものを記載しており

まして、そこの欄外の部分に、産業廃棄物等については対象外であると。また、ここに施

設は３施設ございますので、同じく 27 ページ、30 ページにも同様の記載をさせていただき

まして、誤解を招かないように措置をさせていただいております。 
続きまして３ページ゛４（２）③～⑤、ここはサービスの質につきまして満足度調査の

部分の水準のことでございます。前回、ご相談をしたというのは僣越かもしれませんが、

実施状況をご説明申し上げまして、結果といたしまして、平均 80％以上、これは各施設統

一というところでご了解いただいたと理解しておりまして、その旨の変更とさせていただ

いております。 
続きまして４ページ、「（５）委託費の支払方法」の部分でございます。前回、休業にお

ける支払い方というところで大変ご指摘を賜り、また、いろいろ私どもにご指示をいただ

きましたので、ここの部分につきましては、「なお」書きの部分の中で、休業におけます期

間、100 分の 20 を超えた場合、双方で協議をして決めていくというところを記載させてい

ただいております。 
この場で大変申し訳ないんですが、「なお」書きの部分で、頭に「なお」、３行目下のと

ころの後半から、また「なお」と、記載の部分で大変お恥ずかしいことなんですが、後ろ

の「なお」については「ただし」という形がよろしいかと思っておりまして……。 
○樫谷主査 「なお」が２つあるからということですね。 
○河村課長 そうでございます。大変この場で申し訳ございませんが、そういう形の修正

をさせていただければと思っております。 
続きまして、同じく４ページの（６）の③でございまして、修繕費でございます。こち

らにつきましては、意見募集のほうの４、２ページの上のほうでございますが、こちらと

類似しておりますけれども、特に定める費用以外については、民間事業者の負担となる旨

をお伝えするといたしましたので、その旨を４ページのところにも括弧書きの中に記載を
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いたしました。 
また、ここで記載の例につきましては、参考資料として用意いたしました。また、この

参考資料は、今後、入札告示に配布する 終の仕様書の中で整理をさせていただきたいと

考えております。 
続きまして５ページの「５ 本事業の実施期間」でございます。前回の資料のところで、

ただし書きの頭の部分に補正予算の措置によるというところの文言が記載されておりまし

たが、あくまで改修工事というところの中で意味が十分わかるというところで補正予算的

な説明につきましては削除させていただきました。 
続きまして６ページの７、（１）のところでございます。これは前回のご説明の中には属

しておりませんが、②、③でございますけれども、当初入札説明あるいは現場説明が 11 月

の上旬という設定をしておりました。ちょうど①～③までが同時期になっておったのです

けれども、公募をし、また私どもの入札についてご理解いただいて説明会にご参加をいた

だくというところの中で若干期間を設けたほうがいいだろうと。ただ、全体ある程度決ま

っておりますので、そこの中では若干の差ではございますが、上旬を中旬に、②、③につ

いては変更いたしておるところでございます。 
足早で申し訳ございません。続きまして６ページから入って、②の企画の中の７ページ

の一番上のアのⅱの必要とされる資格、これは意見募集の回答の 15 にも同じようにござい

ますが、個人の資格の提出の考え方です。ここにつきまして、複数の提出者を認めるとい

う旨を回答としていたしたいと思っておりますので、その旨を上から５行目、「なお」書き

の部分で追記をさせていただきました。 
また、実施要項、ページ 44 ページ、先になって申し訳ございませんが、ここで今お話を

しました法令上必要な資格等についてという関連につきまして、欄外の部分、ここの説明

書きの後半の部分、業務仕様書に定める資格の提出期限でございますが、業務開始までで

よいというところで少し説明を足しております。 
続きまして、お戻りいただきまして申し訳ありません。前後いたしますが、13 ページで

ございまして、「13 契約に基づき民間事業者が講ずべき措置」の（10）、ちょうど真ん中

やや下でございますが、「再委託の取扱い」でございます。前回、①のところで全部を一括

してというところで、全部の部分についての範囲のご指摘があったかと思っておりますが、

ここについては全部というのは１つあるわけでございますが、当方といたしましては主要

な部分については特に採択はできない的なこと考えておりますので、その旨、ご説明を今

後もしていきたと考えております。 
また、それにかかわりましてでございますが、ページの 14 ページ、下から３行目のとこ

ろ、「（13）契約解除時の取扱い」、①上記のところが（11）となっておりますが、これは条

項のずれがございまして（12）の誤りですので、この場で大変申し訳ございませんが、口

頭で修正をさせていただきたいと思います。 
あとは、付属書類のところで、93 ページ、先へ飛んで申し訳ございませんが、実績のと
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ころでございます。これは意見募集の結果の 13 にも該当いたしますが、過去の実績のとこ

ろ、前回、「過去 10 年間のすべて」という表現、長きにわたり、またご実績を持ちながら、

そこを広くみたいという私どもの趣旨でございましたが、大変ボリュームが多くなってし

まうのではないかということのご指摘をいただきまして、これについては代表的なものと

いうことで、欄外のところに記載をさせていただいております。また、期間について、10
年が長いのではないかというご指摘も賜ったところでございますが、あくまで民間事業者

の方の実績を出しやすいものという中では、期間は長くして、その中の代表的なものとい

うところで、失礼かもしれませんが、選択の余地は民間事業者の方にご用意させていただ

いたというような趣旨でございます。 
２つの資料を説明しながら、もう一点、意見募集の結果のところで、１つ変更点ご説明

できなかった部分が 24 の 終の部分でございますが、こちらで、私どもの警備設備の関係

のところで、ご質問、ご指摘を承っている部分がございます。ここの冷凍機械責任者の指

摘でございまして、ここにつきましては、私どもの業務仕様書の中に変更させていただき

たい旨を記載いたしまして、実際に仕様書のほうの変更をしたいと考えております。 
大変簡単ではございますが、変更点についてご説明を申し上げました。 

○樫谷主査 ありがとうございました。何かご意見、ご質問ございましたら。 
○河村課長 １点だけ、14 ページです。14 ページの「（11）契約の変更の取扱い」、前回、

ご指摘のところの休業に伴う変更と契約自体の変更という部分のご指摘を賜ったところで

ございますが、これにつきましては、センター側における変更の部分と民間事業者側にお

ける変更の部分がございますので、それにつきましては、双方協議をするという形の立場

を得ながら、双方不利益がないような形を前提に文言のほうを追記させていただいたとこ

ろでございます。大変失礼いたしました。 
○樫谷主査 ありがとうございました。何かご質問。 
○渡邉副主査 ちょっとテクニカルな点なんですが、４ページ目の（５）の「なお」書き

の「ただし」に変えられた部分なのですが、これは主語は何になるのでしょうか。 
施設改修工事実施等に伴う休業……不適当な場合は、この両者の協議に基づいて変更する

ことができる。何を変更するのかというのが、主語といったらいいのか、述語といったら

いいのか、よくわからないのですけど。業務費内訳書…… 
○河村課長 金額…… 
○渡邉副主査 業務区分に係る委託費。 
○河村課長 内訳書に定める金額（単価）について変更することができるかと思われるん

ですが。 
○樫谷主査 内訳書によることが不適当な場合と認められるということですね。20 を超え

る場合とかその他。 
○河村課長 はい。 
○渡邉副主査 この内訳書に定める金額（単価）を変更することが、「ついて」でもいいん
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ですけど、変更の対象は単価について変更していくと。 
○河村課長 金額、または単価、総価並びに単価契約がございますので、それを加味いた

しましてこういう書き方にしてみたというところでございます。 
○徳山企画官 済みません、単価契約と総価格契約の分があって、単価契約の分はあくま

で実績で払うと。総価契約について内訳書があって、そこに単価があるんですよね。 
○樫谷主査 単価はあまり関係ないですね。単価をいうことはないですね、よほどでない

と。 
○徳山企画官 単価契約の単価をいうことはない。ここで言っている単価は総価契約の中

の単価。 
○樫谷主査 総価契約の中の単価ということですね。 
○渡邉副主査 厳密にいうと総価契約の業務部分に係る委託費、それとも内訳書に定める

金額（単価）と書いたほうがいいですか。 
○河村課長 単価の部分でございますよね。 
○樫谷主査 そうです。 
○徳山企画官 内訳書というのは総価契約部分についてしか存在しないので。 
○樫谷主査 自動的にそう読めちゃう。 
○渡邉副主査 ちょっとテクニカルなお話ですけど、用語を統一していただき、きれいに

していただくという、恐縮ですけど、そういうコメントです。 
○樫谷主査 単価を変えるというのはよく意味がわからなかったので。 
○渡邉副主査 そうなんです。変更することができるというのは。 
○河村課長 大変申し訳ありません。私の説明が誤りがありまして、今、わかりづらい部

分があるようでございまして、ご相談というのは変ですが、（単価）というところを削除さ

せていただいたらいかがだろうかと思うんですが。 
○樫谷主査 金額が変更できれば、単価とかいろいろあると思うんですね。 
○河村課長 そういうほうが、今のご趣旨からするとわかりやすいかと思うんですけれど

も。 
○事務局 今回、業務内訳書を資料として付けていただいていますので、これを使いなが

ら具体的にどういう仕組みなのかご説明いただければと思うんですが、業務内訳書は資料

Ｃ－③というものですが。 
○河村課長 今、ご指摘のございました資料を簡単にご説明申し上げます。表紙のものが

業務内訳書のいろんな各業務について金額がございまして、その内訳といたしまして、２

ページ以降、私どもいくつかの業務が複合しておりますというご説明をこの間しておりま

して、そうした場合、日数、単価という表現で積算をする形になっておりますので、先ほ

ど単価というのをどういたしましょうかというところの中でいきますと、詳細にその中身

を見てきた中では、金額に対しまして、日数×単価的な積算にならざるを得ない部分がご

ざいまして、ここの意味では金額という意味合いと個々におけます単価的な意味合いで文
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章が４ページ、私どもでご用意させていただいたのだと思っておりますが、単価契約的な

単価と、私の説明が間違ってしまったように、わかりづらい部分がもしあるようでござい

ますれば、「単価」という表現を…… 
○渡邉副主査 本当にテクニカルな話で恐縮なんですけど、「なお」書きのところに、まず

総価契約の業務区分に係る委託費については、あらかじめ定める業務費内訳書に基づき変

更するとあるので、 初にまず出てくる業務費内訳書というのが１つあるわけですよね。

また、その次に内訳書に定める金額について変更することができると書いてあるので、い

ろんな内訳書が出てきてしまっているので、委託費と次に出てくる内訳書と 後に出てく

る内訳書の関係がよくわからなくなって混乱してしまっていたので、多分ここを、それぞ

れこの３つの関係が明確になれば、おのずから関係は明らかになるのかなと思うんですけ

ど。 
○樫谷主査 何段にもなっているわけですね。 
○渡邉副主査 ここの記載全体の中の（単価）に入っていると、多分またそこで、この中

の単価をまた変えるのかみたいな話になるので、多分どこをどう変えるのかさえはっきり

すれば、あとは単にテクニカルというか、用語を統一して、これとこれの関係と書くだけ

の話になろうかと思うので。 
○徳山企画官 ３段階とおっしゃられたのは、通常払う場合と、100 分の…… 
○樫谷主査 20 以内…… 
○渡邉副主査 満たない。 
○徳山企画官 その３段階でそれぞれわかるようにというのが もわかりやすい。 
○渡邉副主査 もしかすると、あらかじめ定める業務費内訳書というのを、次の内訳書に

定める金額というふうに受けておられると思うんですけど、受けるのだったら全く同じ用

語にして、同じだということを多分示せば割とはっきりするので、そのあたりのどれとど

れが同じでというのをやっていただくと相当はっきりする。あと変える金額がこのコラム

のこれということであれば、「金額」であって（単価）というところを削除していただくと

か、どこをどう変えるのか、関係さえはっきりすれば、あとはおのずから記載されるんじ

ゃないかと。 
○徳山企画官 このつくりで実際意味がある数字というのは単価であって、この金額とい

うのは掛算の結果なんです。だからこの中で変えるとしたら単価を変えるということ。 
○樫谷主査 しかない。 
○徳山企画官 日数はもちろん１年であれば、365×単価をどうするかで金額は計算の結果

なんですね。計算の結果を変えるのではなくて、式の中の変数を変えるということ。 
○渡邉副主査 そうだとすると、何々項目中の「単価」の変更とか、そういうお話なんだ

ろうと思うんですけど。 
○徳山企画官 単価の方式がいいかどうかは。 
○渡邉副主査 それはまた別のテクニカルな。単価を変えて、その単価について協議とい
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うことであれば、変更することができるというと、主体のほうで、例えばよくセンターが

変更できるという話にもちょっと読めなくてもなくて、そのあたりが一体だれがどういう

ことなのかなというのが読んだときによくわからなかったところの理由の１つでもあるの

で。 
○徳山企画官 だれがというところは両者がということだと思いますので、そのように修

文を。 
○樫谷主査 結局単価を変えざるを得ないということですね。 
 済みません、４ページの実施要項（案）の修繕費というのが（６）の③、業務仕様書に

定める修繕費というのはどこでしたか、済みません。実績が書いてあるんですよね。定め

る修繕費というのは、具体的に過去にどれぐらいかかったかという、それは民間が負担す

るわけですから、過去の実績がちゃんと書いてあるのかと思って、単純に聞いただけなん

ですが、情報開示ですね。 
○河村課長 項目に対しましては、資料Ｃ－④、お手元の組み合わせの中にご用意させて

いただいておる縦型 1 枚のもので、３項目ございまして、エレベーターと冷房機と電話交

換機というものがそれに該当するものとしてあるようでございます。 
○樫谷主査 過去の実績かなんかないと、どの程度かかるかというようなことがこれで読

めるのでしょうか、という単純な質問なんですけど。 
○事務局 55 ページに従来の実施経費の細かい数字があるんですが。 
○河村課長 内数になってしまっているようでございまして、今具体の数字を確認しよう

かと思ったのですが、大変申し訳ございません。具体の数字としては取り出せないような

状態になっているようでございます。 
○樫谷主査 これはこれを見ればいちいち取り出さなくても、素人で申し訳ないですが、

判断できるのであれば、別に取り出す必要はない。 
○河村課長 こういう形をとらさせていただいていたようでございまして、おわかりいた

だけるのではないかというところで、特に区分けをしておりません。 
○樫谷主査 これは「責により」だから、これはまた別にそういうようなものは入ってな

いと理解していいわけですね、この中には。 
○徳山企画官 本日の会議を始める前に、稲生先生が、先ほどの総価分の単価のことにつ

いて、きょうはご都合がお帰りになられたのですけれども、おっしゃられたことを、事務

局が代わってそのとおり申し上げますと、まず 100 分の 20 を超えた範囲に単価を変えると

いう形で調整することには賛成できないと。もし 100 分の 20 を超えたことによって民間事

業者側に何らかの負担が生ずるのであれば、それを保証するといったような形で規定すれ

ばよいのではないかということをおっしゃられました。 
理由としては、そもそも単価というものは契約といいますか、入札するときに費用を見

積もる形で設定するものであるから、それが年度契約期間といいますか、年度途中で事態

が変わったからといって、それをまた見積りし直すことはおかしいといった理由が挙げら
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れておられました。樫谷先生も。 
○樫谷主査 単価というのは、これだと計算のためのあれだけになっちゃっているので、

単価という意味はちょっと違いますよね。いわゆる調整する単価というのは総額が大事な

んですよね。ここで単価を調整しちゃったら変な話になって、単価というのは何だという

話になっちゃう。計算はそうなるんですけど、この表から言うと。 
○渡邉副主査 単価ではなくて日数を調整するというほうがすごく素直ではあるんですけ

ど、そういうわけではないんですか。 
○徳山企画官 それは前の、そこは日数で単価的に調整する。 
○佐久間事務局長 ２割ですから、ふた月ちょっとまではそれで、ひと月ちょっと超えた

ら今度はそれだけの調整ではちょっと済まない。 
○渡邉副主査 それでそのときに単価を調整ファクターとして使うと、単価の持っている

意味が変質するということなわけですね。 
○樫谷主査 単価の比がなくなっちゃって調整のための道具になっちゃっているわけだ。 
○渡邉副主査 単価をどう変えるかというところのプリンシパルが見えなくなってしまう

ということなんだと思うんですね。 
○樫谷主査 ということもありますね。逆算で単価が出てくるみたいなものですね。 
○渡邉副主査 何となくこれがいいだろうというのがあって、割ってみたら、単価がこう

なりますみたいな感じになっちゃうということですか。 
○徳山企画官 かもわからないですね。 
○樫谷主査 切った張ったという話になっちゃうということですかね。まけとけみたいな

話になっちゃう。 
○渡邉副主査 ほかに調整弁に使えるファクターとか、何かあるんですか。確かに単価の

性格が変わっちゃうとは思うんですけれども、何で調整するかですね。まさかお互いに数

字をカードのように見せあって、これでいこうかというわけにもいかないとすると、単価

に代わるファクターをあげてプリンシパルを示さなければいけなくなるわけですよね。予

測可能にするためには。そうするとほかにどういうファクターがあるかですよね。 
○樫谷主査 確かに損害金といっても、損害金の検証もなかなか難しいことは難しいです

よね。どの分が損害と言われるとですね。 
○徳山企画官 参考になるかどうかわからないんですが、ＰＦＩの契約書などを見てみま

すと、追加費用の負担であるとか、損害金の負担であるとかというものが契約書レベルで

すけれども、負担になるというのは事実かと思うんです。 
○樫谷主査 総額が決まっていますと、総価契約ベストですね。ただし、相当日数が少な

かったといったときには総額は減るわけですね。減るときに、どういう基準で減らせると

いうことですね。 
○徳山企画官 減らしていく日数でもどんどん減らしていく。 
○樫谷主査 日数でどんどん減らせますね。日数は減るんですね。 
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○徳山企画官 日数ではどんどん減らしていくんですけど…… 
○樫谷主査 そうするとすごい小さな金額になっちゃう可能性があるということですかね。 
○徳山企画官 それでは民間業者にとって、そんな単純な話ではないと、人をとにかく遊

ばせることにもしかしたらなるかもしれない。 
○樫谷主査 確保しておる人をですね。そうなるとケース・バイ・ケースになっちゃいま

すよね。そういう意味では損害金みたいな発想のほうが、測定できれば合理的というんで

すか、人を１人遊ばせるので、その分の保証してください、こういうことであれば合理的

ですよね。 
○徳山企画官 今、先生がおっしゃられたようにケース・バイ・ケースなんだと。遊ばせ

るといっても正当な範囲というのをどうするか。 
○渡邉副主査 それは、損害ということであれば、損益相殺とか、あるいはちゃんと適時

適切に民間事業者がほかにシフトさせればできたのにというところは、過失相殺とか、損

害の一般ルールでやりましょうというお話にするのか、ただ、見える形にするので、何か

のファクターを使って変動する様子が見えるようにしておきましょうかという考え方が２

つあって、それで単価というファクターを使われるのかなと思ったんですけど、もし単価

というのが、単価の意味を変質させてしまうのであれば、もとに戻って、どっちのファク

ターを使うのか、損害という一般ルールでいくのかということなんだろうと思うんですけ

ど。 
○徳山企画官 損害の一般ルールでやるか、何か日数、単価に加えて 100分の 20を超えて、

休業する場合も何か第三のファクターを考えるとか。 
○渡邉副主査 単価がもしかすると、 初から年間 80日しかやらないという前提であれば、

単価自体がもしかしたら調達コストが違っていて、単価自体が違っていたということであ

れば、多分コストを変動させるという考え方もありかなと思うんですけど、どう説明する

のか、できるのかということはあろうかと思うんですけど、どんな場合でも 365 日やろう

が、80 日やろうが、単価が同じはずだという前提に立つのであれば、いきなり単価を持っ

てくると、いかにも結論を導くために割ってみましたみたいな話になってしまうのだと思

う。確かに変質すると思うんですけど。 
○樫谷主査 結果的には損害金的な発想になっちゃうということですか、そうすると。損

害金なのか、得べかりし機会損失になったということなんですね。 
○渡邉副主査 質というのか…… 
○樫谷主査 ゼロということはないわけではないでしょうけど、例えば、極端に半分にな

ってしまったといったときにどういうふうに、損害が本当にあったどうかということも得

べかりし利益を逸失することはあり得ますよね。それはどうなんですか。そういう判断、

それは請求するということにはならないんですか。 
○徳山企画官 それは渡邉先生がおっしゃられた損害一般にするということ。 
○渡邉副主査 本当に民法どおりの損害でいきましょうということであれば、それも含め
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て、それは含まれるという大原則で入っていくので、ただ、実際にやらなくて済んだメリ

ットもあるはず、メリットというか、セーブできたものがあるはずなので、それで損益相

殺しましょうとか、一般ルールでやるというのも１つの考え方ではあると思うんですけど、

ただ、もしかすると、 初のコストの計算方法が全然違ったんですということなのか、あ

るいは損害の計算の仕方として単価を使いましょうということもないではないのだろうと

思うんですね。 
○徳山企画官 ケース・バイ・ケース。 
○樫谷主査 ケース・バイ・ケース、特にそういうことですからね。だから単価とか入れ

るとおかしいから、金額の交渉みたいな形になるんですか、どうですか。 
○徳山企画官 両方兼ねておくのかと、損害に一般原則…… 
○渡邉副主査 単価を使うとしたら、さっき申し上げたように、調達コストが違ったのに

予想外でしたというのにとどめましょうと。それ以上のものはお互いに細かいことを言っ

て、刺したり刺されたりということは避けてというようなご発想に立つのではないかと思

うんですけど、ただ、いずれにせよ、民法上のそういう損害賠償の請求を排除しないとい

うことであれば、 初から一般ルールでやりましょうというのも１つの選択だと思うんで

すね。 
○樫谷主査 実際少なかったとき、なかなか損害賠償というのも民間もなかなか言いづら

いところがあるんですよね、量が少ないと。 
○徳山企画官 大部分が人件費。 
○樫谷主査 １カ月拘束するという前提で、単価が 1,000 円だったと。ところが３日にな

ったので１万円になりますよというような意味ぐらいなんですね、極論をいえば。その場

合は単価は見直すということはあり得ますね。 
○渡邉副主査 ３日のためでも１カ月雇わなければいけないとか、そういうことですよね。 
○樫谷主査 せっかく契約してしまったので、ただ、ほかに引用できれば、また。ケース・

バイ・ケースということになりますよね。 
○徳山企画官 両方の……時間もありますし。 
○樫谷主査 協議していただけますか、趣旨はそういうことだと思いますので、文章の問

題だと思いますので。よろしいですか。事務局からそれ以外に何かありますか。よろしい

ですか。そこの部分ですね。 
 それでは、私からの確認の意味を込めてコメントをしたいと思います。 
まず、議了付議に当たってのコメントでありますが、まず今回、総価契約を基本とした

こと、複数年契約をしたことの目的というのは、サービスの質を維持・向上しつつコスト

を削減する上で、民間事業者が創意工夫を発揮しやすいようにするためであることを十分

ご理解いただきまして、従来とは事業実施の考え方が大きく変わったということを十分に

ご確認いただきたいと思います。競争性を確保する上で、より多くの民間事業者に入札に

参加していただきますように、業界団体などに対して積極的に周知・広報することもお願
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いしたいと思います。 
また、民間事業者が企画書の作成や入札金額の見積りを行う上で必要十分な情報をわか

りやすく提供する必要があります。このため入札説明会等において、従来の実施状況に関

する情報等について質問があった場合には丁寧に対応いただくとともに、センターからも

積極的に情報公開するようお願いしたいと思います。また、現場説明会についても十分な

時間をとっていただくことをお願いしたいと思います。なお、事業実施期間中、施設改修

工事等に伴う休業は一部業務の中止が発生した場合に、民間事業者との間でトラブルが生

じないよう、先ほどの件なのですが、業務費内訳書により調整を行う場合の処理、休業期

間が 100 分の 20 を超える場合の処理について、民間事業者と十分に協議した上で取り決め

ておくことをお願いしたいと思います。 
以上でございます。よろしくお願いします。゛ 

○河村課長 ありがとうございます。 
○樫谷主査 ご確認いただいたということでよろしゅうございますでしょうか。 
それでは、本実施要項（案）につきましては、これまで４回の審議を行いましたが、本

日をもって、先ほどのがちょっと残っておりますけれども、小委員会の審議はおおむね終

了したものとして、改めて小委員会を開催することはせず、実施要項（案）の取り扱いや

監理委員会への報告資料の作成につきましては、私に一任いただきたいと思いますが、よ

ろしいでしょうか。 
（「はい」と声あり） 

○樫谷主査 ありがとうございます。今後、実施要項（案）の内容等に何か疑義が生じた

場合には、事務局から各委員にお知らせし、適宜意見交換をさせていただきたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 
なお、委員の先生方におかれましては、本日質問できなかった事項や確認したい事項が

ございましたら、事務局にお寄せいただきたいと思います。 
事務局において整理をしていただいた上で各委員にその結果を送付していただきたいと

思います。 
本日は、どうもありがとうございました。 
それでは、本日の入札監理小委員会はこれで終了したいと思います。 
なお、次回の開催につきましては、事務局から追って連絡いたします。 
本日はどうもありがとうございました。 


